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令和７年度 第 1 回川崎地区学校運営支援協議会 

  期日:令和７年５月 30日(金)  

                            時間:14:55～15:55 

場所:川崎小学校会議室 

 

受  付：13:30 

授業参観：14:00～14:45 

 

１ 開 会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 会場校校長あいさつ 

 

４ 出席者紹介(自己紹介) 

 

５ 会長・副会長の選出 

 

６ 議事(議長:会長) 

( 1 )川崎地区学校運営支援協議会年間計画について 

 

( 2 )令和７年度学校経営の基本方針について 

①川崎小学校 

②川崎中学校 

 

( 3 )その他 

① 学校ボランティアの取り組みについて 

② その他 

 

７ 情報交換 

 

８ その他 

 

９ 閉 会 

 

 

 

司会・事務局校副校長 
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令和７年度 学校運営支援協議会委員 名簿 

番 号 氏 名 役 職 等 備 考 

１ 三 浦 忠 二 川崎まちづくり協議会 議長 地域住民 

２ 門 田 恒 治 川崎町行政区長会会長 所萱行政区長 地域住民 

３ 内 田 正 好 特定非営利活動法人一関文化会議所理事長 学識経験者 

４ 岩 渕 正 晴 川崎町民生児童委員協議会  地域住民 

５ 小野寺 順 子 川崎町民生児童委員協議会  地域住民 

６ 
吉 田 富美恵 川崎町主任児童委員 

 
地域住民 

７ 千 葉 敏 恵 川崎町主任児童委員  地域住民 

８ 
千 葉 勝 雄 ドンと市かわさき協同組合専務理事 地域住民 

９ 小 野 幹 雄 一関市障がい者スホーツ協会事務局長 地域住民 

10 千 田 浩 一一 一関市役所川崎支所地域振興課課長 関係行政機関職員 

11 岩 渕 道 明 川崎市民センター所長 関係行政機関職員 

12 小 野 峻 裕 一関市立川崎小学校 PTA会長 保護者 

13 三 浦     啓 一関市立川崎中学校 PTA会長 保護者 

14 山 戸 貴 義 一関市立川崎小学校 校長 校長 

     15 齋 藤  真 一関市立川崎中学校 校長 校長 

【事務局】 

事務局長 佐藤 伸子 小学校 副校長  

事務局次長 髙木 由子 中学校 副校長  

事務局員 渡邊 凱斗 小学校 主事  
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◎ 学校運営支援協議会(cs)について 

5 会長・副会長の選出 

会 長 

 

副会長 

 

 

6 議事 

 ( 1 )川崎地区学校運営支援協議会年間計画について 

 
日時 

 
主な内容 

第 1回 
５月 30 日(金) 

14:00～ 
川崎小学校 

授業参観《14:00～》 

会議：基本方針等の承認 

第 2回 
11月 17 日(月) 

14:50～ 
川崎中学校 

授業参観《14 : 50～》 

会議:活動の報告等《15:30～》 

第 3回 
2 月 17 日(火) 

  15:00～ 
川崎小学校 

会議:学校運営に関する評価 

《15 : 00～》 

*第１ ,２回の授業参観はご自由にご参観ください 

( 2 )令和７年度学校経営の基本方針について 

 ① 川崎小学校 

 

② 川崎中学校 

 

( 3 ) その他 

① 学校ボランティアについて 

・小学校の場合 

・中学校の場合 
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7 情報交換 

 

8その他  
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ー関市学校運営支援協議会規則 

(趣旨) 

第 1条この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31年法律第 162号。以下「法」

という。)第 47条の 5の規定に基づき置く学校運営協議会について、必要な事項を定めるものと

する。 

(名称) 

第 2 条この規則の規定により置く学校運営協議会は、学校運営支援協議会(以下「協議会」とい

う。) と称する。 

(協議会の目的) 

第 3 条協議会は、校長の権限と責任の下に学校(ー関市立学校条例(平成 17 年一関市条例第 69 号)

第 2条及び第 3条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び地域住民、保護者等(以下「地域住民

等」という。)が協議することにより、地域住民等の学校に対する支援及び協力を促進し、学校

と地域住民等の信頼関係を深め、もって学校運営の改善並びに児童生徒の健全育成を図るものと

する。 

(設置) 

第 4条教育委員会は、法第 47条の 5第 1項の規定により、学校ごとに協議会を置くものとする。 

2 前項の規定にかかわらす、小学校及び中学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を

生かした教育活動を行う場合は、2以上の学校について 1の協議会を置くことができる。 

3 協議会は、当該協議会を置いた学校又は地域の名称を冠するものとする。 

(委員の任命) 

第 5条協議会の委員(以下「委員」という。)は、協議会ごとに 15人以内とし、次に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

( 1 ) 当該協議会を置いた学校(以下「対象学校」という。)の所在する地域の住民 

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

(3) 対象学校の校長 

④  対象学校の教職員 

⑤ 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) その他教育委員会が必要と認める者 

2 対象学校の校長は、前項の委員の委嘱又は任命に関し、教育委員会へ委員を推薦するものとする。 

3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は新たに委員を委嘱し、又は任命するものとする。 

(任期) 

第 6条委員の任期は、4月 1日から翌年の 3 月 31 日までの 1年とし、再任を妨げない。 

2前項の規定にかかわらす、前条第3項の規定による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(報酬) 

第 7 条委員の報酬は、別に定める。 

(守秘義務等) 

第 8 条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 
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( 1 )協議会及び学校の運営に著しく支障を来す言動をすること。 

(2)委員としての地位を利用し、営利行為、政治活動、宗教活動等をすること。 

(3)その他委員としてふさわしくない行為をすること。 

(委員の解嘱等) 

第 9 条教育委員会は、本人からの辞任の申出があったときは、委員の委嘱又は任命を解くことがで

きる。 

2 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、理由を付して委員の委嘱又は任命

を解くことができる。 

(1 )前条の規定に違反したとき。 

②その他解嘱又は解任に相当する事由が認められたとき。 

(会長及び副会長) 

第 10 条協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対家学校の校長は、

長となることができない。 

2会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 11条協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。 

2協議会は、委員の半数以上が茁席しなければ、会議を開くことができない。 

3協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 協議会の会議は、原則として、公開する。 

(基本的な方針) 

第 12 条校長は、学校の運営に関して、教育課程の編成その他校長が必要と認める事項について基

本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。 

2校長は、前項により承認された基本的な方針を、教育委員会に提出しなければならない。 

(意見の申出) 

第 13条協議会は、法第 47条の 5第 6項又は同条第 7項の規定により教育委員会に意見を述べると

きは、対象学校の校長を経由して行うものとする。 

2 協議会は、法第 47 条の 5 第 7 項の規定による対象学校の職員の任用等に関する意見を述べると

きは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くとともに、次に掲げる事項に留意しなければな

らない。 

( 1 )第 3条の趣旨を踏まえたものであること。 

②学校の教育上の課題を踏まえたものであること。 

③特定の個人に関するものでないこと。 

④職員の分限、懲戒、賞罰その他身分に関するものでないこと。 

(運営状況の報告) 

第 14条協議会は、教育委員会に対し、毎年度 1回、協議会の運営状況を報告するものとする。 

(適正な運営の確保等) 

第 15 条教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するために、必要に応じて指導又は助言を行う

ものとする。 

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な協議を行うことができるよう、協議会に必要

な情報を提供するよう努めなければならない。 
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(庶務) 

第 16 条協議会の庶務は、対象学校において処理する。 

(補則) 

第 17条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附則 

この規則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 


